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【好事例 12】荷主等の取組の好事例（製造業） 

１．ドックレベラーの設置（１基） （墜落防止） 

  トラック荷台とプラットホームの段差が大きい場合に使用するため、設置されています。 

    

２．ハンドリフトの管理（車輪止めの採用）  （激突災害防止） 

 ハンドリフト格納時に輪止めを実施し、決められたエリアに格納しています。ハンドリフトの移動に 

 よる通路妨害などによる、作業者の激突災害防止に効果があります。 

    

 

３．運送会社の運転手が荷役中に災害に会わないような荷主側の工夫 

  運転手到着時の運送受付表の記入欄に下記の確認欄がある。 

  未実施の時は用品の荷主側より貸出をしている。 

   確認項目：｢トラックの車輪止め｣｢保護具ヘルメット｣｢安全靴｣｢蛍光ベスト｣ 

ドッグレベラー 

裏側に滑り止めが貼り付けてある 
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  車輪止めを持参し忘れた運転手用に貸出用を保管している 

     

 

４．発送作業エリアでの作業者区別を明確化にする工夫（荷役作業中の災害防止） 

  作業者の所属がひと目で分かるように、色付きベストを着用して荷役作業管理をしている。 

  ・黄色―運送会社運転手（到着時に貸出して着用させる。運転手はパレット上の荷物落下防止のスト 

   レッチフィルム巻きや品物積み込み作業など行っている） 

  ・赤色―構内請負会社作業者（発送品物の移動や運転手への引渡しをしている） 

  ・黒色―親会社作業員（荷役作業場全体の管理をしている） 

  ＊離れたところでも作業者区分が明確になり、不安全行動の把握など災害防止に効果的であります。 
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運転手に貸出用 

構内請負会社

作業員 
運転手用 請負作業者用 

親会社用 




